
時 の 話 題～平成１８年度 第４５号（Ｈ１９．３．３０調査情報課）～ 

 連続立体交差事業は、抜本的な踏切対策であり、これ

まで都はこの事業で約３００箇所の踏切を除却してき

た。しかし、都内には依然として約１１６０箇所におよ

ぶ踏切が存在し、道路交通円滑化やまちづくりなどの障

害となっている。連続立体交差事業は、完成までに長期

間、膨大な費用を要する事業であり、安定的な財源確保

が求められる。 

１ 連続立体交差事業とは 

連続立体交差事業は、市街地において道路と交差している鉄道を一定区間連続して高架

化又は地下化することで立体化を行い、多数の踏切の除却や新設交差道路との立体交差を

一挙に実現する都市計画事業である。 

■事業効果 

①多くの踏切が除却されるため、踏切遮断による交通渋滞が解消される。 

②鉄道で分断されていた市街地の一体化を図ることができ、本事業に併せて市街地再開

発事業や区画整理事業を実施することで、総合的なまちづくりによる都市の再生、活

性化に強いインパクトを与える。 

③新たに生み出される高架下等の空間を周辺の土地利用計画に合わせて、自転車駐輪場

や公園など多目的な形で利用できる。 

④鉄道輸送の安全性の向上、踏切経費の節減、輸送力の増強等に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連続立体交差事業の事業主体は従来都道府県又は政令指定都市に限定されていたが、平成１７年

度から人口２０万人以上の都市及び特別区も事業主体となることが可能となっている。 

連続立体交差事業 

出所：踏切すいすい大作戦ホームページ 



■連続立体交差事業の採択基準 

連続立体交差事業は、国土交通省が補助する街路事業であり、主な採択基準は以下のと

おりとなっている。 

 ・両端で３５０ｍ以上離れた幹線道路※１２本、ボトルネック踏切※２の幹線道路１本又は

生活道路※３の歩行者ボトルネック踏切※４１本 

 ・道路と３箇所以上で立体交差 

 ・踏切２箇所以上を除却 

 ・高架区間のあらゆる１ｋｍの区間において踏切交通遮断量※５の合計が２万台(人)時／

日以上 など 

 ※１幹線道路：国道、都道府県道、都市計画道路 

 ※２ボトルネック踏切：ピーク時遮断時間４０分以上の踏切、又は自動車交通遮断量５万台時／

日以上の踏切 

 ※３生活道路：１以外の道路（都市計画決定されていない市区町村道） 

 ※４歩行者ボトルネック踏切：自動車、自転車及び歩行者の踏切交通遮断量が５万台（人）時／

日以上かつ、自転車と歩行者の踏切交通遮断量が２万台（人）時／日以上 

 ※５踏切交通遮断量：日交通量（自動車、自転車、歩行者等）×踏切遮断時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業費の負担 
 事業費は、国土交通省が定めた「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する

要綱」に基づき、都市計画事業者（区部８６％、多摩９０％）と鉄道事業者（区部１４％、

多摩１０％）が負担している。 

 都が事業主体として施行する場合、事業により鉄道の立体化、付属街路の整備、高架下

の公共利用が図られ、地元区市の受益も大きいため、地方負担額については、都と区市の

負担割合を７：３として地元区市が一部を負担することとしている。 

 

 

 

 

 

 

※鉄道側増強費（従前の施設面積を上回る施設を建設する費用）及び鉄道側増加費（従前

の機能又は品質を上回る施設とするための費用等）は全額鉄道側負担 

総事業費 

都市側負担 

鉄道側負担 

国庫補助相当額 国負担 

地方負担 
都負担 

区市負担 

区部 86％ 多摩 90％ 1/2 

出所：建設局ホームページ 

区部 14％ 多摩 10％ 
1/2 

7/10 

3/10 



２ これまでの取組状況 

 昭和３６年に東急東横線（学芸大学～自由が丘）で事業完了して以降、平成１８年７月

時点で１７路線３０箇所、事業延長約７０ｋｍが完了しており、事業中箇所を含めて約３

００箇所の踏切が除却された。 

 現在は、下記のとおり７路線が事業中、１路線（網掛け部分）が事業準備中であり、踏

切除却数の合計は１５１箇所（うち、ＪＲ南武線Ⅰ期工事区間など４３箇所（１８年７月

時点）が除却済み）となっている。 

■事業中・事業準備中の連続立体交差事業 

路線名 箇 所 踏切除却数 事業延長 

ＪＲ南武線（※） 稲田堤～府中本町 １５ ４．３ｋｍ

東急目黒線（※） 目黒～洗足  １８ ２．８ｋｍ

ＪＲ中央線 三鷹～立川   １８ １３．１ｋｍ

京急本線・空港線 京急蒲田駅付近   ２８ ６．０ｋｍ

京成押上線 押上～八広   ８ １．５ｋｍ

京成押上線 四ツ木～青砥   １１ ２．２ｋｍ

京王線・相模原線 調布駅付近 １８ ３．７ｋｍ

小田急小田原線 代々木上原～梅が丘    ９ ２．２ｋｍ

小田急小田原線（※） 世田谷代田～喜多見 １７ ６．４ｋｍ

西武池袋線 練馬高野台～大泉学園    ９ ２．４ｋｍ

合   計 １５１ ４４．６ｋｍ

※ＪＲ南武線（Ⅰ期区間８箇所）、東急目黒線、小田急小田原線（世田谷代田～喜多見区間）は高架切換等に

より４３箇所の踏切を除却済み 

 以上のような連続立体交差事業推進による除却箇所を除いても、依然として都内には約

１０００箇所以上の踏切が残されている。 

 

■連続立体交差事業の工事手順（ＪＲ中央線の例（三鷹方から立川方を見たもの）） 

ＳＴＥＰ１           ＳＴＥＰ２           ＳＴＥＰ３ 

①在来線上りを仮線上りへ切換  ③高架橋を建設         ⑥仮線の撤去、側道工事 

②在来線下りを仮線下りへ切換  ④仮線下りを高架線下りへ切換 

                ⑤仮線上りを高架線上りへ切換 



３ 踏切対策基本方針の策定 

 抜本的な踏切対策である連続立体交差事業は、踏切解消やまちづくりの推進などの面で

非常に効果が高いが多くの費用と時間を要する事業であることから、計画的・効果的に実

施するとともに、その他の対策も併せて総合的に踏切対策を実施する必要がある。 

 このため、都は平成１６年６月に「踏切対策基本方針」を策定し、踏切の遮断時間や交

通量などの観点から、今後鉄道立体化の可能性を地元区市や鉄道事業者などの関係者間で

検討すべき区間として「鉄道立体化の検討対象区間」を２０区間抽出した。 

これらの検討対象全区間について、都は、平成１９年度に事業効果などの調査を行い、

引き続き、事業中箇所の進捗状況を踏まえながら、新たに事業化する区間を検討する予定

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の課題 

連続立体交差事業は、完成までに長い年月と膨大な事業費を要することから、安定した

財源の確保が不可欠である。この事業には、道路整備の一環として、ガソリン税・自動車

重量税等の道路特定財源が充てられており、これまでも都は道路特定財源の必要性を訴え、

東京への配分の拡大を求めてきたが、今後とも、国に対する働きかけを強めていく必要が

ある。 

また、これまでの連続立体交差事業は全て都が事業主体となり、地元区市との役割分担

のもとで実施してきたが、今回の竹ノ塚駅付近のように、区が事業主体となる場合の費用

負担を含む事業推進に向けたルール作りなどが必要と考えられる。 
 

竹ノ塚駅付近の立体化―足立区施行で実施 

平成１７年３月に東武伊勢崎線竹ノ塚駅付近の踏切で発生した死傷事故を受け、足立

区では、国や都、鉄道事業者とともに「竹ノ塚駅付近道路・鉄道立体化検討会」を設置

するなど、抜本対策である道路と鉄道の立体化についての検討を実施してきた。 

その結果、足立区は、鉄道立体化が技術的に可能であり、まちづくりの面からも最適

であると判断し、都内では初めての区施行による同区間の連続立体交差事業の採択を要

望し、国の新年度予算案に新規着工準備箇所として盛り込まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


